
合
併
公
告 

左
記
会
社
は
︑
保
険
業
法
に
基
づ
く
認
可
を
前
提
に
合
併
し
︑
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承
継
の
上
存

続
し
乙
は
︑
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
︒ 

効
力
発
生
日
は
︑
令
和
六
年
八
月
一
日
を
予
定
し
て
い
ま
す
︒ 

合
併
後
存
続
す
る
甲
の
資
本
金
は
二
億
八
千
八
百
万
円
で
あ
り
︑
資
本
金
の
額
に
増
加
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

乙
の
株
主
に
対
す
る
金
銭
等
の
割
当
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
ま
た
︑
新
株
予
約
権
は
発
行
し
て
お
り
ま
せ
ん
︒ 

尚
︑
合
併
後
消
滅
す
る
乙
の
保
険
契
約
者
に
つ
い
て
︑こ
の
合
併
を
理
由
と
し
た
保
険
契
約
上
の
権
利
の

不
利
益
な
変
更
は
行
い
ま
せ
ん
︒ま
た
︑
乙
は
令
和
六
年
五
月
一
日
を
以
て
本
店
を
甲
の
所
在
地
に
移
転
を

行
い
ま
す
︒ 

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
は
︑
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
︒ 

 

最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
︒ 

︵
甲
︶ https://www.ansin-ssi.com

/ 

︵
乙
︶ https://kufu-shotan.com

/  

令
和
六
年
四
月
十
五
日 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
四
丁
目
二
六
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

︵
甲
︶ 

あ
ん
し
ん
少
額
短
期
保
険
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

山
本 

賢
寿 

東
京
都
港
区
三
田
一
丁
目
四
番
二
十
八
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

︵
乙
︶ 

く
ふ
う
少
額
短
期
保
険
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

藤
田 

晃
治 


